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第５章 地域づくりの方針（地域別方針） 
 
１．地域区分の考え方 

本市の地形的特性や歴史的背景、都市機能の集積状況、防災上の課題等を踏まえ、
市内を「⼤網地域」「増穂地域」「⽩⾥地域」の３地域に区分し、それぞれの地域特性
に応じたまちづくりを進め、魅⼒ある都市の形成を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域名 該当地区 地域区分の考え方（特性と役割） 

大網地域 
山辺地区 
大網地区 
瑞穂地区 

【都市機能と交通の中心拠点エリア】 
丘陵部と平野部にまたがり、JR ⼤網駅・永田駅、圏央道

⼤網⽩⾥ SIC を有する交通の要衝です。中心拠点として都
市機能の集積と利便性の向上により、市の活性化を図りま
す。 

増穂地域 
増穂地区 
福岡地区 

【田園環境と調和した居住・スポーツ交流エリア】 
広⼤な田園風景と平地林が広がり、スポーツ施設が集積

する地域です。地域拠点の活性化やスポーツを通じた交流
を促進するとともに、農業振興と調和した居住環境の充実
を図ります。 

⽩⾥地域 ⽩⾥地区 

【海浜資源を生かした観光・交流エリア】 
九⼗九⾥浜に⾯し、豊かな⾃然環境を有します。観光・交

流⼈⼝の拡⼤と、津波等の災害に強い安全な地域づくりを
両⽴します。 
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①「公共交通の利便性」
②「通勤・通学の利便性」

③「買物環境」
④「飲食の環境」
⑤「娯楽の環境」

⑥「観光・レクリェーション環境」
⑦「働く場所など就業環境」

⑧「医療・福祉環境」
⑨「子育て・学校教育施設」

⑩「図書館・公⺠館など⽂化施設」
⑪「スポーツ施設」

⑫「道路」
⑬「公園、緑地」

⑭「ライフライン(上下水道、電気など)」
⑮「雨水排水」

⑯「住環境(日照、騒音、悪臭等)」
⑰「自然環境」

⑱「災害等に関する安全性」
⑲「治安」

⑳「地域コミュニティ」
㉑「余暇活動」

２．大網地域 

（１）大網地域の概況 

⼤網地域は本市⻄部に位置し、地域⻄側は北総丘陵の⼀部を構成する緑豊かな丘陵
地が広がり良好な⾃然環境を形成しています。 

東側の平地部には、⼤網駅を中心とした既成市街地が形成されている他、新たな住
宅市街地が整備され、居住環境の充実が図られてきました。 

地域の中心に位置する⼤網駅は、永田駅とともに本市の主要な鉄道駅であり、JR 外
房線と JR 東⾦線が分岐する交通結節点として、広域からの利⽤を⽀えています。駅勢
圏は広く、交通利便性の⾼い地域となっています。 

広域道路網としては、南北に縦断する国道１２８号、東⻄に横断する主要地方道⼭
田台⼤網⽩⾥線、主要地方道千葉⼤網線が地域の骨格を形成し、さらに、圏央道⼤網⽩
⾥ SIC の整備効果により、広域交通の利便性が向上しており、交通基盤を生かしたま
ちづくりが期待されています。 

豊かな⾃然環境と⾼い交通利便性を兼ね備えた地域特性を生かし、中心市街地の機
能強化と良好な住環境の維持・向上を図ることが重要です。 

 
（２）市⺠アンケート調査 

大網地域の生活環境に対しての「満⾜度」の平均点 
<満⾜度> 「満⾜」５点、「やや満⾜」４点、「普通」３点、「やや不満」２点、「不満」１点 

 

  
 
※⾚枠は「満⾜度」

が低い項目 

全回答数︓753 件 
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（３）大網地域のまちづくりの課題 

➣人口維持・定住促進 
駅周辺等の利便性を⾼め、既成市街地や住宅団地の住環境の質を維持することで、
若年層、子育て世代、⾼齢者まで多世代が住み続けられる地域づくりを図る必要が
あります。 

➣コンパクトな都市構造への転換 
公共交通の利便性が⾼い⼤網駅周辺への都市機能の集約を進めつつ、分散する市街
地や住宅団地を公共交通等で有機的に連携し、誰もが暮らしやすい都市構造を形成
する必要があります。 

➣駅周辺の交通結節機能の強化 
駅前広場や周辺道路の整備、歩⾏者動線の改善等により、渋滞緩和と安全性向上、
駅周辺の回遊性向上を図る必要があります。 

➣市街化調整区域を含む計画的な⼟地利⽤誘導 
⼤網駅南地区、国道 128 号沿道、圏央道⼤網⽩⾥ SIC 周辺等において、周辺環境、
景観、防災に配慮しつつ、無秩序な開発を抑制し、都市の活性化に資する⼟地利⽤
を計画的に誘導する必要があります。 

➣産業活性化と住環境の両⽴ 
圏央道⼤網⽩⾥ SIC 周辺等での産業・物流・観光等の受け皿づくりを進める⼀方、
周辺の住宅地や⾃然環境への影響を抑え、地域全体として調和のとれた⼟地利⽤を
図る必要があります。 

➣防災・減災の強化 
地震災害に備えて、建物の耐震化、不燃化の促進を図るとともに、駅周辺等の低地
部における浸水対策の強化と、急傾斜地の⼟砂災害への備えを進める必要がありま
す。 
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（４）大網地域の「将来像」と「まちづくりの目標」 

 大網地域の将来像 

  
   

 

 まちづくりの目標 

中心拠点の機能を⾼め、利便性、賑わい、安全性が両⽴する都市活動の核を形成し
ます。⼤網駅周辺を中心とした都市機能の集積と交通結節機能の強化を図るととも
に、広域交通網を生かした産業・交流機能の導⼊により、雇⽤創出と地域活性化につ
なげます。また、都市型水害や⼟砂災害に強い、安全・安心な地域づくりを推進しま
す。 

 

  

駅を中心に、⼈が集まり、便利で安心して暮らせるまち おおあみ 
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（５）大網地域のまちづくりの基本方針 

①⼟地利⽤の方針 
➣大網駅周辺【中心拠点】 

駅利⽤者の利便性向上と都市基盤整備を推進し、商業・業務機能を中心とした都市
機能の集積を図ります。併せて、歩いて暮らせる「まちなか形成」に向け、生活利
便機能の集約と回遊性の向上を図ります。 

➣市役所周辺 
市役所周辺は、保健⽂化センターや郵便局など、公共・公益施設の集積が図られて
います。引き続き、市⺠サービス業務の拠点としての充実を図ります。 

➣大網地区市街地（大網・駒込・永田） 
道路、公園等の整備と住環境の維持を進め、交通利便性や地域の歴史性を生かした
良好な居住環境の維持・増進を図ります。 

➣住宅団地市街地（みやこ野・ながた野・みずほ台・みどりが丘・季美の森） 
既に良好な住環境を形成している住宅団地は、居住環境を維持するとともに生活利
便性と移動手段を確保し、定住環境の維持を図ります。 

➣永田駅周辺【地域拠点】 
近隣住⺠の生活を⽀える機能の充実を図り、⽇常生活の利便性を確保します。 

➣大網駅南地区【将来市街地ゾーン】 
中心核を担う都市機能の集積に向け、計画的な都市基盤整備により、良好な市街地
形成を図ります。 

➣圏央道大網⽩⾥ SIC 周辺【産業導入拠点】 
物流、商業、業務、観光等の多様な産業の受け皿として、地域振興に寄与する施設
の適切な⽴地誘導を図ります。併せて、周辺の⾃然環境・居住環境との調和を図り
ます。 

➣国道 128 号沿道【沿道活⽤拠点】 
広域的な交流と連携を促進する都市軸として、沿道⽴地型の商業・業務施設や流通
業務施設等の⽴地を誘導します。沿道景観や交通安全、周辺住環境への配慮を前提
に、無秩序な⼟地利⽤の拡散を抑制します。 

➣みどりが丘地区業務地【産業導入拠点】 
良好な就業環境の形成に向けて、産業の誘導及び地域・社会活動の増進に寄与する
施設の⽴地を適切に誘導します。 

➣田園地帯 
⼀団性を持つ農地は優良農地として保全を図り、⼭辺地区について農業基盤の強化
を推進します。 
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➣丘陵・⾥山・⽔辺等 
森林環境共生ゾーン等の⾃然的⼟地利⽤の保全を基本とし、身近な⾃然にふれあえ
る空間づくりを進めます。 
 

②道路・交通の整備方針 
➣広域交流軸の強化 

圏央道、国道 128 号、主要地方道千葉⼤網線、主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線につ
いて、広域交流を⽀える幹線道路として整備を促進するとともに、緊急輸送路とし
ての機能強化を図ります。 

➣圏央道大網⽩⾥ SIC と都市拠点の一体性強化 
インターチェンジ、アクセス道路等、各拠点間を結ぶ幹線道路の整備を推進し、物
流や交流の円滑化を図ります。 

➣大網駅周辺の交通結節機能の強化 
駅前広場および周辺道路の整備を推進し、交通の円滑化や渋滞の緩和を図るととも
に、歩⾏者の安全性の向上に努めます。併せて、公共交通の乗継利便性や歩⾏者動
線の改善を図り、駅周辺における回遊性の向上を目指します。 

➣公共交通の充実 
鉄道の利便性向上のため、運⾏改善や駅のバリアフリー化を関係機関へ要望すると
ともに、路線バス及びコミュニティバス等の維持・改善により、住宅地と拠点を結
ぶ生活交通の確保を図ります。 
 

③都市施設の整備方針 
➣河川・排⽔ 

二級河川小中川の改修整備を促進するとともに、準⽤河川⾦⾕川の改修や排水路整
備、雨水排水施設整備を推進します。また、⼤網駅周辺の浸水被害の軽減に向けて、
内水対策を推進します。 

➣下⽔道 
公共下水道整備を推進するほか、小⻄・養安寺地区の農業集落排水処理施設を公共
下水道へ集約し、維持管理の効率化や⽼朽施設の⻑寿命化を進めるとともに、合併
処理浄化槽の普及促進を図ります。また、雨水対策として、雨水幹線やポンプ場等
の整備及び適正な維持管理を図ります。 

➣公園緑地 
市街地の公園整備の適正な維持管理を進め、⽇常の憩いの場としての機能に加え、
災害時の避難場所としての機能確保を図ります。また、小中池公園は再整備を推進
し、観光交流拠点としての魅⼒向上を図ります。 
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➣公共・公益施設 
本庁舎や分庁舎の公共施設の⻑寿命化を進め、災害時にも機能する施設の整備を図
ります。また、省エネルギーやバリアフリー化など市⺠サービス機能の維持と拠点
としての利便性の向上を図ります。 
 

④自然環境の保全の方針 
➣丘陵・⾥山の保全 

県⽴九⼗九⾥⾃然公園区域を含む丘陵地の斜⾯林、⾥⼭及び⾕津田のほか、社寺の
樹林地などの豊かな⾃然環境の保全を図ります。 

➣⽔辺環境の保全 
河川や水路の水辺環境の保全・改善を進め、緑と水がつながる環境形成を図ります。 

➣身近な緑の維持 
宅地内の緑化や生垣の普及を促進し、都市と⾃然が調和した景観の維持を図ります。 

➣自然の多面的機能の活⽤ 
緑地が有する環境保全、レクリエーション、防災、景観形成等の機能を生かし、市
⺠が⾃然とふれあえる環境づくりを推進します。 
 

⑤都市環境の形成の方針 
➣駅周辺の都市景観形成 

⼤網駅周辺は、市の玄関⼝として賑わいのある都市景観の形成を図るとともに、公
共空間の質の向上により、魅ある都市環境の創出を目指します。 

➣丘陵景観・⾥山景観の保全 
丘陵部は緑豊かな⼭並みと調和した景観形成を誘導し、市街地からの眺望や地域の
景観特性の維持を図ります。 

 
⑥都市防災の方針 
➣⼟砂災害対策 

急傾斜地において、⼟砂災害警戒区域等の周知や危険箇所の点検など必要な対策の
促進を図ります。また、災害リスクのある区域では、⽴地や開発の抑制的対応を基
本とします。 

➣地震・火災等への備え 
建築物の耐震化及び不燃化の促進、道路や公園等の拡充による延焼の抑制、緊急輸
送路の確保を図ります。 
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≪大網地域まちづくり方針図≫ 
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①「公共交通の利便性」
②「通勤・通学の利便性」

③「買物環境」
④「飲食の環境」
⑤「娯楽の環境」

⑥「観光・レクリェーション環境」
⑦「働く場所など就業環境」

⑧「医療・福祉環境」
⑨「子育て・学校教育施設」

⑩「図書館・公⺠館など⽂化施設」
⑪「スポーツ施設」

⑫「道路」
⑬「公園、緑地」

⑭「ライフライン(上下水道、電気など)」
⑮「雨水排水」

⑯「住環境(日照、騒音、悪臭等)」
⑰「自然環境」

⑱「災害等に関する安全性」
⑲「治安」

⑳「地域コミュニティ」
㉑「余暇活動」

３．増穂地域 

（１）増穂地域の概況 
増穂地域は本市中央部に位置し、田園風景を基調として古くからの集落と新しい

住宅地が点在し、平地林や屋敷林等の緑が地域の骨格を形成する緑豊かな地域で、田
園環境と調和した居住環境と優良農地の保全が図られてきました。 

地域の中心に位置する増穂地区市街地は、主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線沿道等を
中心に形成されており、近隣住⺠の⽇常生活を⽀える機能が集積されています。また、
市街地に隣接して⼤網⽩⾥アリーナや運動広場があり市⺠の健康と交流の場となっ
ています。 

増穂地域を挟むように東⻄に縦貫して流れる二級河川の南⽩⻲川と小中川は、田
園風景と河川空間が融合した地域の象徴的な景観となっています。 

 
（２）市⺠アンケート調査 

増穂地域の生活環境に対しての「満⾜度」の平均点 
<満⾜度> 「満⾜」５点、「やや満⾜」４点、「普通」３点、「やや不満」２点、「不満」１点 

 

   
※⾚枠は「満⾜度」

が低い項目 

全回答数︓354 件 
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（３）増穂地域のまちづくりの課題 
 ➣人口減少・高齢化への対応 

⾼齢者が安心して暮らせる生活環境の確保を図るとともに、地域コミュニティの活
性化を図る必要があります。 

➣生活利便性の確保 
分散した居住地に対応し、地域拠点や主要幹線道路沿道における生活利便機能の充
実を図る必要があります。 

➣生活道路の環境改善 
幅員の狭い道路や危険個所等の整備について、必要性・緊急性を勘案し、計画的に
継続して取り組む必要があります。 

➣公共交通・移動手段の確保 
路線バスを補完するコミュニティバス等により公共交通空⽩地域の解消を図る必
要があります。 

➣田園環境・農地の保全 
優良農地の保全を基本としつつ、担い手不⾜や農地の荒廃等に配慮し、田園環境の
維持を図る必要があります。 

➣平地林・屋敷林等の維持 
田園景観の核となる平地林や屋敷林等の減少を抑制し、景観・環境・防災の観点か
ら保全の方向性を明確化する必要があります。 

➣防災・減災の強化 
地震災害に備えて、建築物の耐震化及び不燃化の促進を図るとともに、浸水リスク
のある区域における浸水対策の強化を進める必要があります。 
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（４）増穂地域の「将来像」と「まちづくりの目標」 

 増穂地域の将来像 

  
   

 
 

 まちづくりの目標 

田園環境と調和した住環境を守り、生活利便性を確保し、公共交通の充実により、
多世代が安心して住み続けられる地域を形成します。⼤網⽩⾥アリーナをはじめと
した多様なスポーツ施設の集積を生かし、市⺠の健康づくりや生涯スポーツの推進
を図るとともに、各種⼤会やイベント、⽇常利⽤を通じて市内外の多様な⼈々が集い、
地域のにぎわいや活⼒の創出につながる地域を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな⾃然の中で、スポーツを楽しみ、⼈と⼈がつながるまち ますほ 
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（５）増穂地域のまちづくりの基本方針 

 ①⼟地利⽤の方針 
➣増穂地区市街地【地域拠点】 

田園環境と調和した低層住宅を基本とした良好な居住環境の維持・増進を図るとと
もに、地域拠点として⽇常生活を⽀える機能の充実を図ります。 

➣田園地帯 
⼀団性を持つ農地は優良農地として保全を図り、地域の魅⼒と環境の質の維持を図
ります。 

➣主要幹線道路沿道 
主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線、市道 01-013 号線（通称︓10 メーター道路）の沿
道において、近隣住⺠の⽇常生活を⽀える商業施設等の⽴地を促進します。 

 
②道路・交通の整備方針 
➣地域交流軸の機能確保 

主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線の歩道等の整備を促進し、市道 01-013 号線（通称︓
10 メーター道路）と併せて、適切な維持管理による地区間連携の強化を図ります。 

➣生活道路の環境改善 
地域の生活環境の改善と快適な通⾏を確保するため、幅員の狭い道路や危険な通学
路などの道路整備を推進するとともに、私道の整備に対する⽀援を進めます。 

➣公共交通の維持・補完 
利便性の⾼い公共交通網を形成するため、路線バスの運⾏を維持・確保するととも
に、コミュニティバスによる公共交通空⽩地域の解消によって、拠点間及び地域間
の連携強化を目指します。 

➣自転⾞・歩⾏者 
南⽩⻲川や小中川の河川沿い、農道、既存道路空間等の活⽤により、地域拠点等を
結ぶ回遊性の⾼い⾃転⾞・歩⾏者ネットワークの形成を推進します。 

 
③都市施設の整備方針 
➣河川・排⽔ 

排水路の整備、河川排水施設の適切な維持管理を推進し、浸水被害の軽減を図りま
す。 

➣下⽔道 
公共下水道整備を推進するほか、南横川地区の農業集落排水処理施設、弥幾野地区
のコミニティ・プラントを公共下水道へ集約し、維持管理の効率化や⽼朽施設の⻑
寿命化を進めるとともに、合併処理浄化槽の普及促進を図ります。 

➣スポーツ施設【スポーツ交流拠点】 
⼤網⽩⾥アリーナ、運動広場などのスポーツ施設は、スポーツを中心とした市⺠の
健康維持増進や交流機会の創出により、地域の活性化を図ります。 
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④自然環境の保全の方針 
➣農地の保全と田園景観の維持 

優良農地の保全を基本とし、田園景観の維持・向上を図ります。 
➣平地林・屋敷林の保全 

田園景観と生態系を⽀える平地林や屋敷林等の保全に努め、生物多様性の確保を図
ります。また、両総⽤水の建設に功績があった⼗枝氏の屋敷跡の「⼗枝の森」につ
いては、四季折々の景観を楽しみ⼈々が集う屋敷林として保全・活⽤を検討します。 

➣⽔辺環境の保全 
南⽩⻲川や小中川などの河川や水路等の水辺空間の保全・改善を進め、身近な⾃然
とふれあえる環境の維持を図ります。 

➣身近な緑の維持 
社寺林等の樹林地や住宅地内の緑化を推進し、都市と⾃然が調和した景観の維持を
図ります。 

 
⑤都市環境の形成の方針 
➣田園景観の形成 

広がりある田園風景や集落の屋敷林を生かし、地域らしさを感じられる落ち着きの
ある景観形成を誘導します。 

➣住環境と自然の調和 
宅地内緑化等を促進し、周辺の⾃然環境と調和を図ります。 

 
⑥都市防災の方針 
➣津波の遡上への備え 

津波の河川遡上に備え、浸水想定等の周知、避難情報の伝達体制の強化、避難⾏動
の実効性確保を図ります。 

➣公共施設 
津波避難施設に指定されている⼤網⽩⾥アリーナや中部コミュニティセンターな
どの公共施設は、災害時の避難場所及び地域の防災拠点としての役割を担うことか
ら、平常時と災害時の双方で安定的に機能を発揮できるよう、施設の維持管理を図
ります。 

 
 
 
 
 
 



第５章 地域づくりの方針（地域別方針） 

- 83 - 
 

≪増穂地域まちづくり方針図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
共

施
設

 
津

波
避

難
施

設
に

指
定

さ
れ

て
い

る
大

網
白

里
ア

リ
ー

ナ
や

中
部

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

な
ど

の
公

共
施

設
は

、
災

害
時

の
避

難
場

所
及

び
地

域
の

防
災

拠
点

と
し

て
の

役
割

を
担

う
こ

と
か

ら
、

平
常

時
と

災
害

時
の

双
方

で
安

定
的

に
機

能
を

発
揮

で
き

る
よ

う
、

施
設

の
維

持
管

理
を

図
り

ま
す

。
 

津
波

の
遡

上
へ

の
備

え
 

津
波

の
河

川
遡

上
に

備
え

、
浸

水
想

定
等

の
周

知
、

避
難

情
報

の
伝

達
体

制
の

強
化

、
避

難
行

動
の

実
効

性
確

保
を

図
り

ま
す

。
 

【
地

域
拠

点
】

 
増

穂
地

区
市

街
地

 
田

園
環

境
と

調
和

し
た

良
好

な
居

住
環

境
の

維
持

・
増

進
を

図
る

と
と

も
に

、
地

域
拠

点
と

し
て

日
常

⽣
活

を
⽀

え
る

機
能

の
充

実
を

図
り

ま
す

。
 

主
要

幹
線

道
路

沿
道

 
主

要
地

方
道

山
田

台
大

網
白

里
線

等
の

沿
道

に
お

い
て

、
近

隣
住

⺠
の

日
常

⽣
活

を
⽀

え
る

商
業

施
設

等
の

立
地

を
促

進
し

ま
す

。
 

田
園

景
観

の
形

成
 

広
が

り
あ

る
田

園
風

景
や

集
落

の
屋

敷
林

を
⽣

か
し

、
地

域
ら

し
さ

を
感

じ
ら

れ
る

落
ち

着
き

の
あ

る
景

観
形

成
を

誘
導

し
ま

す
。

 

自
転

車
・

歩
行

者
 

南
白

⻲
川

や
小

中
川

の
河

川
沿

い
、

農
道

、
既

存
道

路
空

間
等

の
活

用
に

よ
り

、
地

域
拠

点
等

を
結

ぶ
回

遊
性

の
高

い
自

転
車

・
歩

行
者

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
形

成
を

推
進

し
ま

す
。

 

【
ス

ポ
ー

ツ
交

流
拠

点
】

 
大

網
白

里
ア

リ
ー

ナ
等

ス
ポ

ー
ツ

施
設

 
大

網
白

里
ア

リ
ー

ナ
、

運
動

広
場

な
ど

の
ス

ポ
ー

ツ
施

設
は

、
ス

ポ
ー

ツ
を

中
心

と
し

た
市

⺠
の

健
康

維
持

増
進

や
交

流
機

会
の

創
出

に
よ

り
、

地
域

の
活

性
化

を
図

り
ま

す
。

 



第５章 地域づくりの方針（地域別方針） 

- 84 - 
 

1.97 
2.31 

1.61 
1.96 
2.01 

2.12 
2.16 
2.19 

2.46 
2.59 

2.48 
2.38 

2.27 
2.55 

2.30 
3.03 

3.38 
2.49 

3.01 
2.81 
2.81 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

①「公共交通の利便性」
②「通勤・通学の利便性」

③「買物環境」
④「飲食の環境」
⑤「娯楽の環境」

⑥「観光・レクリェーション環境」
⑦「働く場所など就業環境」

⑧「医療・福祉環境」
⑨「子育て・学校教育施設」

⑩「図書館・公⺠館など⽂化施設」
⑪「スポーツ施設」

⑫「道路」
⑬「公園、緑地」

⑭「ライフライン(上下水道、電気など)」
⑮「雨水排水」

⑯「住環境(日照、騒音、悪臭等)」
⑰「自然環境」

⑱「災害等に関する安全性」
⑲「治安」

⑳「地域コミュニティ」
㉑「余暇活動」

４．⽩⾥地域 

（１）⽩⾥地域の概況 
 ⽩⾥地域は本市東部に位置し、九⼗九⾥沿岸部に広がる市街地とその背後には田園地
帯が広がっています。 

⽩⾥地区市街地は、古くはイワシが豊漁であったことから水産加⼯等の地場産業が⽴
地し、地域経済を⽀えてきました。また、夏場には海水浴客で賑わい、本市の観光拠点
としての役割を担ってきました。 

⽩⾥地域は貴重な資源であるヨウ素や埋蔵量豊富な天然ガスの産地であり、地域資源
を生かした産業の誘致と、海浜レクリエーションやイベント等を通じた交流の促進が期
待されます。 

 
（２）市⺠アンケート調査 

⽩⾥地域の生活環境に対しての「満⾜度」の平均点 
<満⾜度> 「満⾜」５点、「やや満⾜」４点、「普通」３点、「やや不満」２点、「不満」１点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
※⾚枠は「満⾜度」

が低い項目 

全回答数︓154 件 
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（３）⽩⾥地域のまちづくりの課題 
 ➣人口減少・高齢化への対応 

⾼齢者が安心して暮らせる生活環境の確保を図るとともに、地域コミュニティの活
性化を図る必要があります。 

➣生活利便性の確保 
分散した居住地に対応し、地域拠点や主要幹線道路沿道における生活利便機能の充
実を図る必要があります。 

➣公共交通・移動手段の確保 
路線バスを補完するコミュニティバス等により、公共交通空⽩地域の解消を図る必
要があります。 

➣田園環境・農地の保全 
優良農地の保全を基本としつつ、担い手不⾜や農地の荒廃等に配慮し、田園環境の
維持を図る必要があります。 

➣観光・交流の活性化 
⽩⾥海岸等の海浜資源を生かし、海水浴期に偏らない通年型の観光・交流の促進と、
拠点としての受⼊環境の充実を図る必要があります。 

➣海岸環境の保全と利⽤の調和 
砂浜や松林等の⾃然環境や景観を保全しつつ、観光利⽤や⽇常利⽤との調和を図る
必要があります。 

➣沿岸防災の強化 
津波災害への備えとして、避難路や避難施設の整備を強化する必要があります。ま
た、観光来訪者に対する防災情報の提供や避難誘導体制を強化する必要があります。 

➣地場産業の維持・地域資源の活⽤ 
周辺の居住環境や景観に配慮しながら、地域資源を活⽤した産業の誘致や地場産業
等の活性化を図る必要があります。 
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（４）⽩⾥地域の「将来像」と「まちづくりの目標」 
 ⽩⾥地域の将来像 

  
   

 
 まちづくりの目標 

海浜資源を生かした観光・交流の魅⼒を⾼め、地域経済と賑わいの創出を図ります。 
津波災害への対応として、避難路や避難施設の整備により、災害に強く安全・安心

に暮らせる海浜地域の形成を図ります。 
また、砂浜や松林等の⾃然環境の保全と利⽤の調和を図り、⽩⾥地域らしい景観と

生活環境を将来世代へ継承します。 
 
 
 
 

  

海の魅⼒を生かし、⼈が訪れ、楽しみとにぎわいが広がるまち しらさと 
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（５）⽩⾥地域のまちづくりの基本方針 

 ①⼟地利⽤の方針 
➣⽩⾥地区市街地・住宅地【地域拠点】 

海と田園に囲まれた⾃然豊かな地域特性を生かし、良好な居住環境の維持・増進を
図るとともに、地域拠点として⽇常生活を⽀える機能の充実を図ります。 

➣⽩⾥地区臨海部一帯【観光交流拠点】 
主要地方道飯岡⼀宮線沿道をはじめ⽩⾥地区臨海部⼀帯は、地域観光の活性化を図
るため、通年型の観光レクリエーション施設等の⽴地を誘導します。また、⽩⾥海
岸中央部等においては、九⼗九⾥浜の美しく豊かな⾃然を生かし、産業振興、観光
振興、地域振興につなげる観光交流拠点形成を誘導します。 

➣⽩⾥地区臨海部の一部【産業導入拠点】 
北今泉の臨海部では、ヨウ素や天然ガスなど地域資源を生かした企業⽴地を推進し、
産業拠点の形成を図ります。また、水産加⼯等の地場産業等について、操業環境の
維持と適切な⼟地利⽤の誘導を図ります。 

➣⽩⾥出張所周辺 
⽩⾥出張所周辺において⾏政・⽂教機能等の集積を生かし、地域拠点として住⺠サ
ービスの維持と生活利便性の確保を図ります。 

➣田園地帯 
⼀団性を持つ農地は優良農地として保全を図り、地域の魅⼒と環境の質の維持を図
ります。 

➣主要幹線道路沿道 
主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線沿道等において、近隣住⺠の⽇常生活を⽀える商業施
設等の⽴地を促進します。 
 

②道路・交通の整備方針 
➣広域道路の機能確保 

九⼗九⾥沿岸を結ぶ主要地方道飯岡⼀宮線等について、観光や物流を⽀える幹線道
路として整備を促進するとともに、緊急輸送路としての機能強化を図ります。 
 

➣避難動線の確保 
津波発生時に海岸部から内陸部や⾼台へ迅速に避難できるよう、避難場所や避難所、
避難路等の整備を図ります。 
また、主要地方道⼭田台⼤網⽩⾥線を補完し、東⻄方向の連携を強化するとともに、
津波発生時の沿岸部から内陸への避難経路として機能する北部幹線道路の整備を
推進します。 
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➣公共交通の維持・補完 
利便性の⾼い公共交通網を形成するため、路線バスの運⾏を維持・確保するととも
に、コミュニティバスによる公共交通空⽩地域の解消によって、拠点間及び地域間
の連携強化を目指します。 

 
③都市施設の整備方針 
➣河川・排⽔ 

河川改修の促進、排水路整備等を推進し、浸水被害の軽減を図ります。 
➣下⽔道 

公共下水道整備を推進するほか、公共下水道等の機能確保、維持管理の効率化や⽼
朽施設の⻑寿命化を進めるとともに、合併処理浄化槽の普及促進を図ります。 

➣公園緑地 
⽩⾥海岸公園等について、必要な施設整備と適正な維持管理を進め、観光・交流と
防災の双方の機能向上を図ります。 
また、海岸防風林としての機能を有する松林を保全し、良好な景観形成と防災機能
の確保を図ります。 
 

④自然環境の保全の方針 
➣海岸環境の保全 

⽩⾥海岸⼀帯は、砂浜、松林、ハマヒルガオやハマボウフウなどの海浜植物の保全、
アカウミガメやコアジサシなどの野生動物の保護に努め、⾃然環境の維持を図りま
す。 

➣田園環境との共生 
海岸部背後の田園環境について、地域景観と環境の基盤として保全を図ります。 
 

⑤都市環境の形成の方針 
➣海岸景観の形成 

空と海、砂浜が広がる開放的な景観を生かし、海浜の雰囲気を阻害しない景観形成
を誘導します。 

➣沿道景観の形成 
主要地方道飯岡⼀宮線等の沿道は、観光地としての印象形成にも配慮し、観光関連
産業や商店が、観光の雰囲気を⼀層⾼める景観づくりを促進します。 

➣拠点の質の向上 
観光交流拠点や地域拠点において、公共空間の質の向上や回遊性の向上を図り、滞
在しやすい環境づくりを推進します。 
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➣美化・協働の推進 
地域住⺠・事業者・⾏政の協働により、美化活動等を推進し、清潔で魅⼒ある地域
環境の維持を図ります。 
 

⑥都市防災の方針 
➣浸⽔対策 

河川改修、排水路整備等により浸水被害を軽減します。津波の遡上を含む浸水リス
クの周知と、避難⾏動の実効性向上を図ります。 

➣津波災害対策 
沿岸防災の強化として、津波避難タワー等の避難施設や避難路の整備、誘導標識等
の整備を推進し、住⺠が安全かつ円滑に避難できる環境を整備します。また、観光
来訪者を含めた避難誘導や、分かりやすい情報提供の体制を整備し、災害時の混乱
を抑制します。 

➣津波避難 
避難場所へ安全かつ円滑に避難できるよう、⽇頃から住⺠への周知を図り、避難⾏
動を確保します。 
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≪⽩⾥地域まちづくり方針図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
産

業
導

入
拠

点
】

 
白

里
地

区
臨

海
部

の
一

部
 

ヨ
ウ

素
や

天
然

ガ
ス

な
ど

地
域

資
源

を
⽣

か
し

た
企

業
立

地
を

推
進

し
、

産
業

拠
点

の
形

成
を

図
り

ま
す

。
 

津
波

災
害

対
策

 
沿

岸
防

災
の

強
化

と
し

て
、

津
波

避
難

タ
ワ

ー
等

の
避

難
施

設
や

避
難

路
の

整
備

、
誘

導
標

識
等

の
整

備
を

推
進

し
、

住
⺠

、
観

光
来

訪
者

が
安

全
か

つ
円

滑
に

避
難

で
き

る
環

境
を

整
備

し
ま

す
。

 

白
里

出
張

所
周

辺
 

行
政

・
文

教
機

能
等

の
集

積
を

⽣
か

し
、

地
域

拠
点

と
し

て
住

⺠
サ

ー
ビ

ス
の

維
持

と
、

⽣
活

利
便

性
の

確
保

を
図

り
ま

す
。

 

【
観

光
交

流
拠

点
】

 
白

里
地

区
臨

海
部

一
帯

 
主

要
地

方
道

飯
岡

一
宮

線
沿

道
を

は
じ

め
白

里
地

区
臨

海
部

一
帯

は
、

地
域

観
光

の
活

性
化

を
図

る
た

め
、

通
年

型
の

観
光

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

施
設

等
の

立
地

を
誘

導
し

ま
す

。
ま

た
、

白
里

海
岸

中
央

部
等

に
お

い
て

は
産

業
振

興
、

観
光

振
興

、
地

域
振

興
に

つ
な

げ
る

観
光

交
流

拠
点

形
成

を
誘

導
し

ま
す

。
 

沿
道

景
観

の
形

成
 

主
要

地
方

道
飯

岡
一

宮
線

等
の

沿
道

は
、

観
光

地
と

し
て

の
印

象
形

成
に

も
配

慮
し

、
観

光
関

連
産

業
や

商
店

が
、

観
光

の
雰

囲
気

を
一

層
高

め
る

景
観

づ
く

り
を

促
進

し
ま

す
。

 

【
地

域
拠

点
】

 
白

里
地

区
市

街
地

・
住

宅
地

 
海

と
田

園
に

囲
ま

れ
た

自
然

豊
か

な
地

域
特

性
を

⽣
か

し
、

良
好

な
居

住
環

境
の

維
持

・
増

進
を

図
る

と
と

も
に

、
地

域
拠

点
と

し
て

日
常

⽣
活

を
⽀

え
る

機
能

の
充

実
を

図
り

ま
す

。
 

避
難

動
線

の
確

保
 

主
要

地
方

道
山

田
台

大
網

白
里

線
を

補
完

し
、

東
⻄

方
向

の
連

携
を

強
化

す
る

と
と

も
に

、
津

波
発

⽣
時

の
沿

岸
部

か
ら

内
陸

へ
の

避
難

経
路

と
し

て
機

能
す

る
北

部
幹

線
道

路
の

整
備

を
推

進
し

ま
す

。
 

海
岸

環
境

の
保

全
 

白
里

海
岸

一
帯

は
、

砂
浜

、
松

林
、

海
浜

植
物

等
の

保
全

、
野

⽣
動

物
の

保
護

に
努

め
、

自
然

環
境

の
維

持
を

図
り

ま
す

。
 


